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町田市地域ホッとプランの概要 

 

「町田市地域ホッとプラン」は、基本理念を「地域でささえあい、誰もが自分らしくくら

せるまちだ」とし、協働による地域社会づくりと地域福祉を一体的に推進し、地域共生社

会（※）の実現を目指す市の施策や取組みをまとめた計画です。本プランは、第三次地域

福祉計画と地域経営ビジョン２０３０を統合して 2022 年に策定しました。 

近年、地域においては、人口減少や価値観の多様化による地域コミュニティの希薄化、

生活課題の複雑化・複合化が進んでいます。このため、本計画では、個人や家族が抱える

困りごとと、それを支える地域のつながりや活動を一体的に捉え、取組を進めています。 

※地域共生社会とは 

制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や多様な主体が参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく社会。 

 

1. 当プランの概要 

 （1）法的根拠 

  社会福祉法第 107 条の規定に基づく地域福祉画 

 

（2）計画期間 

2022 年度から 2031 年度まで 

（10 年間） 

 

（3）位置づけ 

当プランは市の総合計画である 

「まちだ未来づくりビジョン 2040」 

のもと、高齢者・障がい者・子ども・ 

保健等の各個別計画に共通する方向 

性を示し、横断的に推進する計画で 

す。 

 

（4）包含している計画 

① 成年後見利用促進基本計画（88 ページ） 

成年後見利用促進基本計画は、判断能力が低下している方でも、住み慣れた地域で

支え合いながら、尊厳をもってその人らしい生活を継続することができることを目

的としています。 

②再犯防止推進計画（９０ページ） 

再犯防止推進計画は、犯罪をした者等が、社会復帰後、地域社会で孤立せずに安定

した生活を送ることができることを目的としています。 

両計画ともに、地域の理解と関係機関の連携のもとで取り組みを進める必要がある

ため、本プランに包含し、一体的に推進しています。 

図表 計画の位置づけ 
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2. 計画の構造 

（1）構成 

当プランは、2 部形式となっています。 

・第 1 部「みんなの計画」： 

市民、地域活動団体、事業者、社会福祉協議会、及び市が協働し、市全体で取り 

組む事項を掲載 

・第 2 部「わたしの地区の未来ビジョン」 

地域が主体的に取り組む事項等について、地域の方々が 10 地区ごとに作成。 

 

3. 第 1 部について 

（1）計画体系 

基本理念のもと、3 つの基本目標を設定し、それを実現するために、基本施策、取組

施策また、実効性を高めるために、施策ごとに指標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

基本目標 基本施策 取組施策 

地域で活動す

る団体に向け

た取組 

市民個人に

向けた取組 

福祉サービス

を必要として

いる方・利用

している方に

向けた取組 

(1) 地域活動に関する情報発信

(2) コミュニケーションが生まれるきっかけづくり 

(1) 「やりたいこと」と地域ニーズのマッチング 

(2) 地域活動の継続と新たな活動の創出に向けた支援 

(1) 持続可能なプラットフォームの構築

(2) 多様な主体がつながるネットワークの充実

(1) 新たなプラットフォームから生まれた取組の推進

(2) 地域課題の解決や魅力向上に向けた取組の推進 

(1) 当事者や家族等の気づきと周囲の人の理解の促進

(2) 地域における見守り・支え合い活動の充実

(3) 当事者や家族等が相談しやすい体制づくり

(1) 社会とのつながりに向けた支援 

(2) 生活困窮者等への支援

(3) 住宅確保要配慮者への支援

(4) 自殺対策の推進 

(5) 暴力・虐待の防止

(6) 権利擁護の推進（成年後見制度利用促進基本計画）

(7) 再犯防止に向けた取組の推進（再犯防止推進計画）

(8) 災害時に備えた支援体制の構築 

(9) ユニバーサルデザイン　のまちづくりの推進

(1) 福祉サービスの質の向上 

(2) 福祉専門人材の育成・確保

(3) 地域福祉の包括的支援機能の構築

Ⅲ　必要な人

に必要な支援

が届く仕組み

をつくる

１ 支援の輪につながる、つ

なげる

２ 支援が必要な人に寄り

添い、支える

３ 支援の質を確保する

１ 地域への意識・関心が高

まる

２ 「やりたいこと」と地域

ニーズをマッチングする

Ⅰ 今を生き

る自分に合っ

たつながりを

つくる

１ 多様な主体のつながり

が活性化する

２ 地域でイノベーションを

起こす

Ⅱ つながりで

地域の活力を

生み出す

図表 施策の体系 
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（2）リーディングプロジェクト（46 ページ） 

 施策体系とは別に、計画の先導的な役割を果たす「リーディングプロジェクト」を設定し

ています。分野を横断して重点的に取組を進めることで、施策間の連携を高め、計画全

体を先導する役割を担います。 

  

①地域の「やりたい」をかなえるプロジェクト 

地域に関わる人のつながりを広げ、地域の「やりたい」をかなえ続けるための「寄り合

い-The YORIAI-」の実施 

 

②困りごとをなくそうプロジェクト 

複雑化、複合化した課題に対応するため、包括的な相談支援体制を構築 

  （社会福祉法において 2021 年に国が創設した「重層的支援体制整備事業」（※））に

あたる） 

 

  ※重層的支援体制整備事業とは 

   「8050 問題」や「ダブルケア」など、複雑化・複合化した福祉の困りごとを抱えている方が公的支

援へつながることができず、社会的に孤立し、生活に困窮するということが問題となってきたこ

とに加え、社会のあり方や市民生活の変化に伴い、既存の支援体制ではそうした問題に対応する

ことが困難になってきました。そのため、2021 年に国が社会福祉法を改正して創設した事業で、

さまざまな福祉の困りごと相談をまずは受け止め、福祉・医療・教育・就労等の多様な分野との幾

層にも折重なるような支援体制により、地域住民や民間団体等との協働による居場所づくりや地

域交流を一体的に進めるものです。 

 

 

4. 第 2 部について（１０３ページ） 

当市は東西に長く、地域による環境の違いが大きいことが特徴であり、課題やニー

ズは地域ごとにさまざまです。 

そこで、地域で様々な主体がそれぞれに合った形で地域課題の解決に取り組む 

ため、地区協議会（※）の 10 地区それぞれの取組である、「わたしの地区の未来ビジョ

ン」を掲載しています。 

 

※地区協議会とは 

地区協議会とは、地区の課題を解決し、地区の魅力を向上するために、様々な団体が集まって

知恵を出し合い、協力しながら取り組む、ネットワーク組織です。 

市内 10 地区（南、高ヶ坂・成瀬、原町田、町田第二、玉川学園・南大谷、木曽、忠生、鶴川、小山、

相原）に分かれて設立されています。 

 


